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去
る
２
月
７
日（
日
）、
高
山
小

学
校
体
育
館
に
て
、
第
27
回
村
民

卓
球
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
分
館
と
も
熱
戦
を
繰
り
広
げ
、

優
勝
決
定
戦
で
は
原
分
館
・
戸
室

分
館
と
の
対
決
と
な
り
、
原
分
館

が
見
事
に
優
勝
を
飾
り
、
２
連
覇

を
達
成
し
ま
し
た
。

　

３
位
決
定
戦
で
は
本
宿
分
館
・

判
形
分
館
と
の
対
決
と
な
り
、
本

宿
分
館
が
接
戦
を

制
し
第
３
位
と
な

り
ま
し
た
。

　

選
手
・
役
員
・

関
係
者
の
皆
様
に
は
、
早
朝

よ
り
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
教
育
委
員
会
）

　

去
る
１
月
24
日（
日
）、
第

16
回
高
山
村
フ
ッ
ト
サ
ル
大

会
が
、
一
般
の
部
は
村
民
体

育
館
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
の
部

は
小
学
校
体
育
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

各
チ
ー
ム
と
も
ハ
イ
レ
ベ

ル
な
接
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

見
応
え
の
あ
る
大
会
と
な

り
ま
し
た
。

　

成
績
は
、
左
の
通
り
と
な

り
ま
し
た
。

　

選
手
・
役
員
・
関
係
者
の

皆
様
に
は
、
早
朝
よ
り
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
大
変
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
大
会
成
績
】

　

〈
優　

勝
〉
原　

分
館

　

〈
準
優
勝
〉
戸
室
分
館

　

〈
第
３
位
〉
本
宿
分
館

　

〈
第
４
位
〉
判
形
分
館

２/７

村
民
卓
球
大
会
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高
山
村
フ
ッ
ト
サ
ル
大
会

【
大
会
成
績
】

◎
一
般
の
部

〈
優　

勝
〉

　
「
体
協
サ
ッ
カ
ー
Ｂ
」
チ
ー
ム

〈
準
優
勝
〉

　
「
チ
ー
ム
バ
ヤ
シ
」
チ
ー
ム

〈
第
３
位
〉

　
「
ピ
ー
ス
Ｆ
Ｃ
」
チ
ー
ム

　

最
優
秀
選
手
賞

　
　

体
協
サ
ッ
カ
ー
Ｂ

　
　
　

松
井
友
宏　

選
手

　

敢
闘
賞

　
　

チ
ー
ム
バ
ヤ
シ

　
　
　

廣
川
大
知　

選
手

◎
フ
レ
ン
ド
リ
ー
の
部

○
５
・
６
年
の
部

〈
優　

勝
〉

　
「
レ
イ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
チ
ー
ム

〈
準
優
勝
〉

　
「
チ
ー
ム　

ア
オ
イ
」
チ
ー
ム

〈
第
３
位
〉

　
「
チ
ー
ム　

ア
サ
ヒ
」
チ
ー
ム

○
４
年
生
以
下
の
部

〈
優　

勝
〉

　
「
吾
妻
☆
Ｊ
ｒ
」
チ
ー
ム

〈
準
優
勝
〉

　
「
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
‐
11
」
チ
ー
ム

〈
第
３
位
〉

　
「
エ
ベ
レ
ス
ト
ル
ズ
」
チ
ー
ム

国
民
年
金

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
は
、全
員
が
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

20
歳
以
上
の
学
生
も
国
民
年
金
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、収
入

が
一
定
額
以
下
の
学
生
に
つ
い
て
は
、申
請

し
て
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、学
生

期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

『
学
生
納
付
特
例
制
度
』が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、家
族
の
収
入
に
関
係
な

く
、学
生
本
人
の
所
得
を
基
準
と
し
て
審

査
が
行
わ
れ
ま
す
。ほ
と
ん
ど
の
場
合
、学

生
本
人
に
所
得
が
な
い
こ
と
か
ら
、大
部

分
の
学
生
は
こ
の
制
度
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
ま
す
。（
一
部
の
学
校
は
こ
の
制
度
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

保
険
料
の
納
付
猶
予
を
受
け
て
い
る

期
間
中
に
万
が
一
の
事
故
な
ど
で
障
害
を

負
っ
た
場
合
に
は
、障
害
基
礎
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、猶
予
を
受

け
た
期
間
は
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、老
齢
基
礎
年

金
額
に
は
反
映
し
ま
せ
ん
。満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、10
年
以

内
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と（
追
納
）が
必

要
で
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度
を
申
請
さ
れ
る

方
は
、市
役
所
・
町
村
役
場
の
国
民
年
金

担
当
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。申

請
は
毎
年
必
要
で
す
。

な
お
、既
に
学
生
納
付
特
例
の
申
請
を

さ
れ
て
い
て
、翌
年
度
以
降
も
在
学
見
込

み
の
方
は
、毎
年
３
月
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
る
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書

を
郵
送
す
る
だ
け
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、市
役
所
・
町
村
役
場
の

国
民
年
金
担
当
係
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

　

将
来
、よ
り
高
い
老
齢
給
付
を
受
け
る

た
め
に
、第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業
者

等
）や
65
歳
に
な
る
ま
で
の
任
意
加
入
被

保
険
者
は
、ご
希
望
に
よ
り
定
額
保
険
料

に
加
え
て
月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。付
加
保

険
料
を
納
め
る
場
合
に
は
、定
額
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

付
加
保
険
料
を
納
め
る
と
、将
来
、老

齢
基
礎
年
金
に
加
え
て
付
加
年
金
を
受

け
ら
れ
ま
す
。付
加
年
金
の
計
算
式
は
次

の
と
お
り
で
す
。

年
金
額
＝ 

２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
を

納
め
た
月
数

　

な
お
、国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い

る
方
や
多
段
階
免
除
な
ど
の
免
除
制
度

を
利
用
し
て
い
る
方
は
、付
加
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
年
金
の
加
入
を
ご
希
望
の
方
は
、

お
住
ま
い
の
市
役
所
・
町
村
役
場
へ
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、市
役
所
・
町
村
役
場
の

国
民
年
金
担
当
係
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

―
学
生
納
付
特
例
制
度
―

学
生
は
承
認
を
受
け
る
と
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

付
加
保
険
料
の
ご
案
内

information


